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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を有する電子機器と、前記電子機器をリモート操作するリモートコントロ
ールユニットとを有する無線制御システムであって、
　前記リモートコントロールユニットは、
　前記電子機器をリモート操作するリモート通信部と、
　前記電子機器を識別するための情報を含む認証情報であって前記電子機器と無線接続を
するための認証情報を記憶する記憶部と、
　前記電子機器と同じ無線規格の無線通信機能を備える別の機器との間で近接通信を行う
近接通信部と、
　前記別の機器に、前記認証情報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理を
開始させるために、前記近接通信部を介して前記別の機器に前記認証情報を送信すると共
に、前記別の機器をリモート操作するためのリモートコントロールコマンド情報を前記別
の機器から前記近接通信部を介して受信して前記記憶部に記憶する制御手段とを具備する
ことを特徴とする無線制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線制御システムにおいて、
　前記電子機器は、前記別の機器と前記電子機器との間の無線接続が切断された場合、前
記切断を前記リモートコントロールユニットに通知するように構成され、
　前記リモートコントロールユニットの前記制御手段は、前記切断の通知を受信した場合
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、前記記憶部に記憶されている前記リモートコントロールコマンド情報を消去するように
構成されていることを特徴とする無線制御システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線制御システムにおいて、
　前記電子機器は、前記別の機器から前記電子機器への無線信号の送信が所定期間停止さ
れた場合、前記別の機器と前記電子機器との間の無線接続が切断されたと判別することを
特徴とする無線制御システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の無線制御システムにおいて、
　前記制御手段は、前記切断の通知を受信した場合、前記記憶部に記憶されている前記リ
モートコントロールコマンド情報が保護設定されているか否かを判別し、前記リモートコ
ントロールコマンド情報が保護設定されている場合、前記リモートコントロールコマンド
情報を消去せずに前記記憶部に維持することを特徴とする無線制御システム。
【請求項５】
　所定の電子機器と無線通信可能な無線機器であって、
　前記所定の電子機器をリモート操作するリモートコントロールユニットとの間で近接通
信を行う近接通信部と、
　前記近接通信部を介して前記リモートコントロールユニットと近接通信を実行すること
により、前記電子機器を識別するための情報を含む認証情報であって前記電子機器と無線
接続をするための認証情報を前記リモートコントロールユニットから受信し、前記受信し
た認証情報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理を開始すると共に、前記
無線機器をリモート操作するためのリモートコントロールコマンド情報を前記近接通信部
を介して前記リモートコントロールユニットに送信する制御手段とを具備することを特徴
とする無線機器。
【請求項６】
　無線通信機能を有する電子機器と、前記電子機器をリモート操作するリモートコントロ
ールユニットと、前記電子機器と同じ無線規格の無線通信機能を有する無線機器とを含む
無線制御システムであって、
　前記リモートコントロールユニットは、
　前記電子機器をリモート操作するリモート通信部と、
　前記電子機器を識別するための情報を含む認証情報であって前記電子機器と無線接続を
するための認証情報を記憶する記憶部と、
　前記電子機器と同じ無線規格の無線通信機能を有する前記無線機器との間で接触または
非接触の近接通信を行う近接通信部と、
　前記無線機器に、前記認証情報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理を
開始させるために、前記近接通信部を介して前記無線機器に前記認証情報を送信すると共
に、前記別の機器をリモート操作するためのリモートコントロールコマンド情報を前記別
の機器から前記近接通信部を介して受信して前記記憶部に記憶する制御手段とを具備する
ことを特徴とする無線制御システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の無線制御システムにおいて、
　前記電子機器は、前記無線機器と前記電子機器との間の無線接続が切断された場合、前
記切断を前記リモートコントロールユニットに通知するように構成され、
　前記リモートコントロールユニットの前記制御手段は、前記切断の通知を受信した場合
、前記記憶部に記憶されている前記リモートコントロールコマンド情報を消去するように
構成されていることを特徴とする無線制御システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の無線制御システムにおいて、
　前記電子機器は、前記無線機器から前記電子機器への無線信号の送信が所定期間停止さ
れた場合、前記無線機器と前記電子機器との間の無線接続が切断されたと判別することを
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特徴とする無線制御システム。
【請求項９】
　請求項７に記載の無線制御システムにおいて、
　前記制御手段は、前記切断の通知を受信した場合、前記記憶部に記憶されている前記リ
モートコントロールコマンド情報が保護設定されているか否かを判別し、前記リモートコ
ントロールコマンド情報が保護設定されている場合、前記リモートコントロールコマンド
情報を消去せずに前記記憶部に維持することを特徴とする無線制御システム。
【請求項１０】
　無線通信機能を有する電子機器と、前記電子機器をリモート操作するリモートコントロ
ールユニットとを有する無線制御システムで用いられる無線制御方法であって、
　前記リモートコントロールユニットは記憶部を備え、前記電子機器を識別するための情
報を含む認証情報であって前記電子機器との無線接続をするための認証情報を予め前記記
憶部に記憶されており、前記電子機器と同じ無線規格の無線通信機能を有する別の機器と
の間で接触または非接触の近接通信を実行する近接通信部を備え、
　前記リモートコントロールユニットが、前記別の機器に、前記認証情報に基づいて前記
電子機器との無線接続を確立する処理を開始させるために、前記近接通信部を介して前記
別の機器に前記認証情報を送信すると共に、前記別の機器をリモート操作するためのリモ
ートコントロールコマンド情報を前記別の機器から前記近接通信部を介して受信して前記
記憶部に記憶することを特徴とする無線制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線接続技術に係り、特に認証が必要な無線接続を容易に行うことが可能な
無線機器、無線制御システムおよび無線制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、様々な機器に無線通信機能を搭載し、より柔軟に機器を設置可能とする利用形
態が増加してきている。無線通信機能が搭載された機器同士を無線接続する場合は、無線
認証操作の設定を事前に行う必要がある。この場合、使用する無線の規格によって様々な
実現方法がある。例えば無線ＬＡＮの場合では、双方に備えられたスイッチを押すことで
認証を行う。またWireless USBの場合では双方の機器をUSBケーブルで物理的に接続する
ことで認証情報を交換し認証を行う。また、リモートコントロールユニットに予め機器の
リモート操作コマンドを記憶しておき、記憶されているリモート操作コマンドを用いて機
器のリモート制御を行っている。この場合、リモートコントロールユニットによって新た
な機器の操作を行う場合には、リモートコントロールユニットに新たな電子機器のリモー
ト操作コマンドを登録することで、新たな電子機器の操作を行えるようにする。例えば、
特許文献１では、新たに操作を行うべき電子機器からリモートコントロールユニットにリ
モート操作コマンドを送信することで、リモートコントロールユニットによって新たな電
子機器の操作を行う技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１４３６７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術を用いて、リモートコントロールユニット
にて制御される機器が他の機器と無線接続を行う場合、機器の側へ行きユーザが操作する
必要がある。この機器が非常に大型で重量がある場合や、容易に作業できない場所に機器
が設置してある場合等には、非常に設定は困難となる。また、通常、上述した機器のそれ
ぞれにリモートコントロールユニットが付属されているが、ユーザはそれらを使い分けて
操作する必要があり、使用機器が増えれば操作が非常に複雑となる。
【０００４】
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　そこで、本発明は、ユーザの利便性を向上させることのできる無線機器、無線制御シス
テムおよび無線制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様によれば、無線通信機能を有する電子
機器と、前記電子機器をリモート操作するリモートコントロールユニットとを有する無線
制御システムであって、前記リモートコントロールユニットは、前記電子機器をリモート
操作するリモート通信部と、前記電子機器を識別するための情報を含む認証情報であって
前記電子機器と無線接続をするための認証情報を記憶する記憶部と、前記電子機器と同じ
無線規格の無線通信機能を備える別の機器との間で近接通信を行う近接通信部と、前記別
の機器に、前記認証情報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理を開始させ
るために、前記近接通信部を介して前記別の機器に前記認証情報を送信すると共に、前記
別の機器をリモート操作するためのリモートコントロールコマンド情報を前記別の機器か
ら前記近接通信部を介して受信して前記記憶部に記憶する制御手段とを具備することを特
徴とする無線制御システムが提供される。
【０００６】
　また、本発明の別の一態様によれば、所定の電子機器と無線通信可能な無線機器であっ
て、前記所定の電子機器をリモート操作するリモートコントロールユニットとの間で近接
通信を行う近接通信部と、前記近接通信部を介して前記リモートコントロールユニットと
近接通信を実行することにより、前記電子機器を識別するための情報を含む認証情報であ
って前記電子機器と無線接続をするための認証情報を前記リモートコントロールユニット
から受信し、前記受信した認証情報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理
を開始すると共に、前記無線機器をリモート操作するためのリモートコントロールコマン
ド情報を前記近接通信部を介して前記リモートコントロールユニットに送信する制御手段
とを具備することを特徴とする無線機器が提供される。
【０００７】
　また、本発明の別の一態様によれば、無線通信機能を有する電子機器と、前記電子機器
をリモート操作するリモートコントロールユニットと、前記電子機器と同じ無線規格の無
線通信機能を有する無線機器とを含む無線制御システムであって、前記リモートコントロ
ールユニットは、前記電子機器をリモート操作するリモート通信部と、前記電子機器を識
別するための情報を含む認証情報であって前記電子機器と無線接続をするための認証情報
を記憶する記憶部と、前記電子機器と同じ無線規格の無線通信機能を有する前記無線機器
との間で接触または非接触の近接通信を行う近接通信部と、前記無線機器に、前記認証情
報に基づいて前記電子機器との無線接続を確立する処理を開始させるために、前記近接通
信部を介して前記無線機器に前記認証情報を送信すると共に、前記別の機器をリモート操
作するためのリモートコントロールコマンド情報を前記別の機器から前記近接通信部を介
して受信して前記記憶部に記憶する制御手段とを具備することを特徴とする無線制御シス
テムが提供される。
【０００８】
　また、本発明の別の一態様によれば、無線通信機能を有する電子機器と、前記電子機器
をリモート操作するリモートコントロールユニットとを有する無線制御システムで用いら
れる無線制御方法であって、前記リモートコントロールユニットは記憶部を備え、前記電
子機器を識別するための情報を含む認証情報であって前記電子機器との無線接続をするた
めの認証情報を予め前記記憶部に記憶されており、前記電子機器と同じ無線規格の無線通
信機能を有する別の機器との間で接触または非接触の近接通信を実行する近接通信部を備
え、前記リモートコントロールユニットが、前記別の機器に、前記認証情報に基づいて前
記電子機器との無線接続を確立する処理を開始させるために、前記近接通信部を介して前
記別の機器に前記認証情報を送信すると共に、前記別の機器をリモート操作するためのリ
モートコントロールコマンド情報を前記別の機器から前記近接通信部を介して受信して前
記記憶部に記憶することを特徴とする無線制御方法が提供される。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザの利便性を向上させることのできる無線機器、無線制御システ
ムおよび無線制御方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１１】
　図１は本発明の一実施形態である無線制御システムの概要を示す図である。
【００１２】
　本無線制御システムは、テレビジョン（電子機器）１０と、リモートコントロールユニ
ット２０を備える。また、さらにＤＶＤプレーヤ（別の機器、無線機器）３０を備える。
リモートコントロールユニット２０は、テレビジョン１０に付属の専用のコントローラで
ある。またリモートコントロールユニット２０は、リモート操作コマンド（リモコンコマ
ンド情報）を追加することが可能であり、ＤＶＤプレーヤ３０等の他の機器のリモート操
作コマンドを記憶して、リモート操作を行うことができる。なお、本実施形態では、テレ
ビジョン１０およびＤＶＤプレーヤ３０として説明しているが、これに限定されるもので
はなく、接続時に認証が必要な無線通信の方式（例えば、無線ＬＡＮ、Wireless　USB、W
ireless　HD等）を用いて無線接続を行う機器（例えば無線機器Ａおよび無線機器Ｂ）で
あれば本実施形態を適用することができる。
【００１３】
　テレビジョン１０およびＤＶＤプレーヤ３０は、無線接続機能を備えており、無線接続
のための認証を行い無線接続を確立後は、無線通信を行い映像信号等の授受が可能となる
。また、リモートコントロールユニット２０は、テレビジョン１０の操作を行うためのリ
モートコントロールユニットであり、テレビジョン１０のリモート操作コマンドを予め記
憶している。また、リモートコントロールユニット２０は、ＤＶＤプレーヤ３０が備える
近接通信、例えば無線ＩＣタグリーダ／ライタ１１２を介してデータの授受が可能である
。なお、近接通信であれば、無線ＩＣタグに限らず、接触または非接触である通信方式を
用いても利用可能である。例えば、ケーブルを用いてデータを授受するようにしてもよい
。リモートコントロールユニット２０には、テレビジョン１０に無線接続を行うための認
証情報が記憶されている。この認証情報は、テレビジョン１０を識別するための情報を含
む認証情報であってテレビジョン１０との無線接続をするための認証情報であり、接続方
式によって異なる（後述：図３参照）。上述した認証情報をＤＶＤプレーヤ３０に送信す
ることで、ＤＶＤプレーヤ３０はテレビジョン１０と無線通信を行うことができるように
なる。なお、リモートコントロールユニット２０は、リモート操作コマンドを受信して新
たな機器のリモート操作が可能となる。リモートコントロールユニット２０は例えばタッ
チセンサ内蔵の液晶パネルを備えており、新たな機器の操作ボタンを液晶パネルに追加し
て表示できるようにしてもよい。
【００１４】
　次に、図２は、本無線制御システムの接続関係を示したブロック図である。テレビジョ
ン（無線機器Ａ：電子機器）１０は、制御部１０１、無線部（第１の無線通信機能）１０
２、リモコン用無線部１０３を備える。制御部１０１は、リモコン用無線部１０３を介し
たリモートコントロールユニット２０とのリモート操作コマンドの授受の制御や、無線部
１０２を介した他の機器、例えばＤＶＤプレーヤ（無線機器Ｂ：別の機器または無線機器
）３０との映像信号等の授受の制御等を行う。無線部（第１の無線通信機能）１０２は、
無線通信機能である。この無線通信機能の接続方式は、例えば無線ＬＡＮ、Wireless　US
B、Wireless　HD等の無線規格に沿った通信を行う（接続方式は、コンテンツに適した方
式を選択する）。リモコン用無線部１０３は、リモートコントロールユニット２０からの
リモート操作コマンドの受信を行い、制御部１０１に受け渡しを行う。
【００１５】
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　リモートコントロールユニット２０は、記憶部１２０、無線ＩＣタグ（近接通信部）１
２３、制御部（制御手段）１２４、リモコン用無線部（リモート通信部）１２５等を備え
る。記憶部１２０は、認証情報記憶部１２１及びリモコンコマンド情報記憶部１２２を備
える。認証情報記憶部１２１には、他の機器（例えばＤＶＤプレーヤ３０等）がテレビジ
ョン１０と無線接続を行う場合の認証情報が記憶されている。この認証情報は、無線接続
を確立させる場合に必要な認証を行う情報である。例えば、図３に示すように、認証情報
記憶部１２１には、例えば以下のような情報が記憶されている。接続方式が無線ＬＡＮで
あれば、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）、ＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy） 
Ｋｅｙ、ＭＡＣ（Media Access Control）アドレスフィルタリング、その他初期認証情報
等である。また、接続方式がWireless　USBであれば、ホストＩＤ、デバイスＩＤ、暗号
鍵、その他初期認証情報である。さらに、接続方式がWireless　HDであれば、ホストＩＤ
、デバイスＩＤ、暗号鍵、その他初期認証情報である。このように無線接続のための認証
を行うことにより、同じ型番の機器同士が混在した場合でも、混線することなく利用でき
る。
【００１６】
　無線ＩＣタグ１２３は、近距離無線通信を行う無線デバイスである。通信相手の機器に
近づけることによりデータの授受を行うことができる。制御部１２４は、テレビジョン１
０へのリモート操作コマンドの送信処理、テレビジョン１０の認証情報を無線ＩＣタグ１
２３を介して無線接続先の機器（例えばＤＶＤプレーヤ３０）に送信する処理、無線接続
先の機器（例えばＤＶＤプレーヤ３０）から当該機器のリモート操作コマンドを受信して
リモコンコマンド情報記憶部１２２に記憶する処理等を行う。リモコン用無線部１２５は
、テレビジョン１０にリモート操作コマンドの送信を行う通信デバイスである。
【００１７】
　ＤＶＤプレーヤ３０は、制御部（制御手段）１１１、ＩＣタグリーダ／ライタ（近接通
信部）１１２、無線部（第２の無線通信機能）１１３、リモコン用無線部１１４等を備え
る。制御部１１１は、ＩＣタグリーダ／ライタ１１２を介してリモートコントロールユニ
ット２０から認証情報を受信したり、ＤＶＤプレーヤ３０のリモート操作コマンドをリモ
ートコントロールユニット２０に送信する制御を行う。また、受信した認証情報に基づい
て無線部１１３を介してテレビジョン１０と無線接続を行う。さらに、リモートコントロ
ールユニット２０からリモコン用無線部１１４を介してリモート操作コマンドを受信する
制御を行う。なお、認証情報とは、認証が必要な無線接続において認証を行うための情報
であり、無線接続の接続方式に応じて異なるものである（後述：図３参照）。ＩＣタグリ
ーダ／ライタ１１２は、リモートコントロールユニット２０の無線ＩＣタグ１２３と同じ
無線規格を有し、情報の授受を行う通信デバイスである。無線部１１３は、テレビジョン
１０と無線接続を行う通信デバイスであり、テレビジョン１０の無線部１０２と同じ無線
規格を有する。リモコン用無線部１１４は、リモートコントロールユニット２０からリモ
ート操作コマンドを受信するための通信デバイスである。
【００１８】
　次に、以上のように構成された本発明の一実施形態に係る無線制御システムおよび無線
機器を適用した無線制御方法について図４を参照して説明する。
【００１９】
　ユーザによってリモートコントロールユニット２０をＤＶＤプレーヤ３０のＩＣタグリ
ーダ／ライタ１１２へ接近させる（ステップＳ１０１）。この場合、リモートコントロー
ルユニット２０をＤＶＤプレーヤ３０のＩＣタグリーダ／ライタ１１２へ接触させるよう
にしてもよい。また、ケーブル接続等の場合はリモートコントローラユニット２０とＤＶ
Ｄプレーヤ３０とをケーブルで接続する。リモートコントロールユニット２０の制御部１
２４は、予め記憶されているテレビジョン１０の認証情報を認証情報記憶部（図３参照）
１２１から読み出し、無線ＩＣタグ１２３（またはケーブル等。以下、ケーブルの例は省
略する）を介してＤＶＤプレーヤ３０に送信する（ステップＳ１０２）。
【００２０】
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　ＤＶＤプレーヤ３０は、テレビジョン１０の認証情報（図３参照）をＩＣタグリーダ／
ライタ１１２を介して受信すると、受信した認証情報に基づいてテレビジョン１０との無
線接続を確立する（ステップＳ１０３）。この場合、ＤＶＤプレーヤ３０は、受信した認
証情報を用いてテレビジョン１０との接続を試みる。例えば、接続方式が無線ＬＡＮであ
れば、ＳＳＩＤ、ＷＥＰ　Ｋｅｙ等の情報に基づいてテレビジョン１０をサーチし、サー
チされたテレビジョン１０に接続を試みる。例えば、ＤＶＤプレーヤ３０が受信した認証
情報が、無線ＬＡＮ、Wireless　USB、Wireless　HDの３つの接続方式に関するものであ
れば、３つの接続方式のすべてについて接続を確立する。なお、予めＤＶＤプレーヤ３０
からテレビジョン１０に対して送信するコンテンツに必要なデータの伝送速度がわかって
いる場合等には、コンテンツに適した（コンテンツのデータの転送が十分に行える転送速
度である）接続方式をピックアップし、ピックアップされた接続方式のみの接続を確立す
るようにしてもよい。あるいは、すべての接続方式について接続を確立しておいて、コン
テンツの再生段階になってからコンテンツに適した接続方式を選択して使用するようにし
てもよい。
【００２１】
　ＤＶＤプレーヤ３０は、テレビジョン１０との無線接続を確立すると、リモートコント
ロールユニット２０に対してＤＶＤプレーヤ３０をリモート操作可能なリモート操作コマ
ンドをＩＣタグリーダ／ライタ１１２を介して送信する（ステップＳ１０４）。
【００２２】
　リモートコントロールユニット２０は、受信したリモート操作コマンドをリモコンコマ
ンド情報記憶部１２２に記憶する。なお、上述した実施形態によれば、ＤＶＤプレーヤ３
０からリモートコントロールユニット２０へのリモート操作コマンドの送信のタイミング
は、ＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョン１０との接続の確立後としているが、これに限定
されることなく、例えば、リモートコントロールユニット２０から認証情報をＤＶＤプレ
ーヤ３０が受信すると同時に、ＤＶＤプレーヤ３０からリモートコントロールユニット２
０へリモート操作コマンドを送信するようにしてもよい。
【００２３】
　また、ＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョン１０との接続が確立されると、ユーザに接続
の確立が認識しやすいように、例えば音を鳴らしたり、ＬＥＤを点灯させたり、ＤＶＤプ
レーヤ３０が備えるディスプレイ等に表示するようにしてもよい。
【００２４】
　次に、テレビジョン１０とＤＶＤプレーヤ３０との接続が切断された場合についての処
理を図５を参照して説明する。
【００２５】
　テレビジョン１０とＤＶＤプレーヤ３０とが無線接続されている場合（ステップＳ２０
１）、テレビジョン１０の制御部１０１は、テレビジョン１０とＤＶＤプレーヤ３０との
無線接続を監視している。
【００２６】
　テレビジョン１０の制御部１０１は、ＤＶＤプレーヤ３０から無線通信によって転送さ
れていた情報が所定の期間停止したと判別した場合は、ＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョ
ン１０との無線接続が切断されたと判別する（ステップＳ２０２）。テレビジョン１０は
、ＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョン１０との無線接続が切断されたと判別すると、リモ
ートコントロールユニット２０へＤＶＤプレーヤ３０との無線接続の切断を通知する（ス
テップＳ２０３）。リモートコントローラユニット２０は、無線接続の切断の通知を受信
すると、リモートコントロールユニット２０のリモコンコマンド情報記憶部１２２に記憶
されているリモート操作コマンドを消去する（ステップＳ２０４）。また、リモートコン
トロールユニット２０のリモコンコマンド情報記憶部１２２にリモート操作コマンドを記
憶する場合、保護設定（プロテクト）を行うことができる。リモート操作コマンドが保護
設定されてリモコンコマンド情報記憶部１２２に記憶されている場合は、消去は行わない
（リモートコントローラユニット２０が無線接続の切断の通知を受信した時点で、リモー
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ト操作コマンドが保護設定されているかを判別する）。保護設定がなされているリモート
操作コマンドは、消去の対象とはならずに、引き続きリモコンコマンド情報記憶部１２２
にリモート操作コマンドが維持される。頻繁に利用する機器（ＤＶＤプレーヤ等）である
場合は、無線接続が切断された場合でも利用することが見込まれるので、リモート操作コ
マンドを消去せずに残しておくことができる。
【００２７】
　また、リモート操作コマンドの消去を行う場合は、上述した実施形態に限定されること
なく、例えば、リモートコントロールユニット２０単体のボタン操作等で消去することも
できる。また、上述した実施形態によれば、保護設定されていないすべてのリモート操作
コマンドを消去するようにしているが、リモートコントロールユニット２０の記憶部の記
憶容量が足りなくなってきたら消去を行う等、任意に設定を変更することができる。なお
、ＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョン１０との無線接続が切断されたと判別される場合は
、例えば、無線接続されている機器同士（テレビジョン１０とＤＶＤプレーヤ３０）が通
信可能距離以上に離れた場合、無線接続されている機器同士の間に電波を遮蔽する遮蔽物
がある場合、無線接続されている機器のどちらかまたは両方の電源が切れた場合等が挙げ
られる。
【００２８】
　上述した実施形態によれば、認証が必要な無線接続可能な機器同士をケーブル等で接続
して認証させることなく、リモートコントロールユニット２０を介して認証情報の受け渡
しを行うことで、容易に無線接続を確立することができる。また、無線接続の確立を行っ
た機器で、かつリモートコントロールユニット２０でリモート操作が行えなかった機器の
リモート操作の設定も同時に行うことができるようになる。また、上述した実施形態によ
れば、リモートコントロールユニット２０をＤＶＤプレーヤ３０のＩＣタグリーダ／ライ
タ１１２と通信させたことをトリガーにＤＶＤプレーヤ３０とテレビジョン１０との無線
接続を開始するが、これに限定されることなく、所定のボタンの押下等をトリガーとする
ようにしてもよい。
【００２９】
　なお、本発明は、上述した実施形態そのままに限定されるものではない。本発明は、実
施段階では、その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変更して具現化できる。
【００３０】
　また、上述した実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることで
、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要
素を削除してもよい。更に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線制御システムの概要を示す図。
【図２】同一実施形態に係る無線制御システムの主要な構成を示すブロック図。
【図３】同一実施形態に係るリモートコントロールユニットが予め記憶しているテレビジ
ョンの認証情報の一例を示す概念図。
【図４】同一実施形態に係る電子機器の無線制御方法における接続時の処理を説明するた
めのフローチャート。
【図５】同一実施形態に係る電子機器の無線制御方法における接続の切断時の処理を説明
するためのフローチャート。
【符号の説明】
【００３２】
　１０…テレビジョン、２０…リモートコントロールユニット、３０…ＤＶＤプレーヤ、
１０１、１１１、１２４…制御部、１０３、１１４、１２５…リモコン用無線部、１０２
、１１２…ＩＣタグリーダ／ライタ、１１３…無線部、１２０…記憶部、１２１…認証情
報記憶部、１２２…リモコンコマンド情報記憶部、１２３…無線ＩＣタグ
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【要約】
【課題】無線接続の認証情報をリモートコントロールユニットを介して接続先の機器に送
信し、かつ接続先の機器のリモート操作をリモートコントロールユニットを用いて行うこ
とが可能な無線機器、無線制御システムおよび無線制御方法を提供する。
【解決手段】テレビジョン１０の無線接続の認証情報を記憶したリモートコントロールユ
ニット２０からＤＶＤプレーヤ３０に認証情報を送信し、認証情報に基づいてＤＶＤプレ
ーヤ３０はテレビジョン１０との無線接続を確立する。無線接続の確立後、ＤＶＤプレー
ヤ３０は、ＤＶＤプレーヤ３０のリモート操作コマンドをリモートコントロールユニット
２０へ送信し、リモートコントロールユニット２０は受信したリモート操作コマンドを記
憶する。
【選択図】　　　図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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